
 

 

令和３年１月 28 日 

広 域 防 災 局 

 

 

関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

（第 14 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議） 

 

【議事】 

 

 ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等について 

 

 

 ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について 

 

 

・ 京都府、大阪府及び兵庫県の緊急事態措置実施区域追加に関する状況について 

 

 

・ 「関西・みんなで頑張ろう宣言（案）」について 

 

 

 

［資 料］ 

 別添１-１ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 

 別添１-２ 関西府県の対処方針 

 別添２   新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等 

別添３   全国知事会緊急提言等 

別添４   京都府、大阪府及び兵庫県の緊急事態措置実施区域追加に関する状況 

別添５  「関西・みんなで頑張ろう宣言（案）」 
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関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況 
 

１．感染者の現状                                1 月 24 日 0:00 時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

新規感染患者数 1,936 7,644 41,033 15,210 2,833 975 195 363 70,189 100 

内

訳 

1/28～6/15 100 360 1,787 699 92 63 3 5 3,109 4.4 

6/15～10/24 437 1,611 10,189 2,426 533 207 32 159 15,594 22.2 

10/25～ 1,399 5,673 29,057 12,085 2,208 705 160 199 51,486 73.4 

全療養者 396 1,416  6,137  2,164 399 145 41 116 10,814 15.4 

内
訳 

入
院 

重症 ※1 12 16 174 59 11 1  1 274 0.4 

中等症・ 

軽症・無

症状 

158 253 1,027 510 213 144 39 82 2,426 3.5 

自宅療養 52 811 2,377      3,240 4.6 

宿泊療養 157 145 1,109 471 129  2 33 2,046 2.9 

調整中 17 191 1,450 1,124 46    2,828 4.0 

退院 1,514 6,126 34,070 12,692 2,400 818 152 238 58,010 82.6 

死亡 26 102 826 351 34 12 2 12 1,365 1.9 

※1 京都府は重症者について独自に人工呼吸器管理又は体外式心肺補助（ECMO）による管理が必要な方を計上。 

 
２．感染経路（10月25日以降 ※2）                               1月24日0:00時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

飲食店・飲み会 48 254 82 225 264 15 32  920 1.8 

家族 443 1,430 3,408※3 2,876 583 186 34 18 8,978 17.4 

医療施設 81 245 1,505 1,446 40 14   3,331 6.5 

社会福祉施設 73 311 1,938 970 161 38 13 50 3,554 6.9 

学校 24 194 347 256 39 13  41 914 1.8 

職場（上記以外） 72 340 166 644 194 72 10 26 1,524 3.0 

濃厚接触者等（上記以外） 257 541 6,311 654 108 249 35 64 8,219 16.0 
感染経路不明(調査中含む) 401 2,358 15,300 5,014 819 118 36  24,046 46.7 

合計 1,399 5,673 29,057 12,085 2,208 705 160 199 51,486 100 

※2 10 月 25 日とは、それまでの小康状態(80 人前後)から、新たな継続的増加が見られるようになった日 

※3 1 月 11 日時点 

 

参考（6月16日～10月24日まで ※4）                           10月25日0:00時点 

区 分 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 徳島県 計 ％ 

飲食店・飲み会 23 242 45 120 149 35 3 22 639 4.1 

家族 67 341 1,295 362 76 58  17 2,216 14.2 

医療施設 41 89 373 78 9 2  13 605 3.9 

社会福祉施設 65 50 397 89 10 2  26 639 4.1 

学校 15 91 69 63 69 3  18 328 2.1 

職場（上記以外） 15 87  163 52 19 2 31 369 2.4 

濃厚接触者等（上記以外） 109 105 1,514 492 43 74 20 4 2,361 15.1 
感染経路不明(調査中含む) 102 606 6,496 1,059 125 14 7 28 8,437 54.1 

合計 437 1,611 10,189 2,426 533 207 32 159 15,594 100 

※4 6 月 16 日とは、それまで０～２人で推移していた感染者数が、この日以降継続的な増加が見られるようになった日 
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0
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500
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650
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1150
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1250

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

感染経路不明

感染経路判明

一週間移動平均

監視体制

確保病床
使用率

確保想定
病床使用
率

確保病床使
用率

確保想定
病床使用
率

滋賀県 1,414 48.7% 48.7% 27.9% 19.4% 28.0 8.7% 14.7 1.00 26.4%
京都府 2,583 81.8% 37.5% 42.1% 18.6% 54.9 13.8% 35.7 0.99 36.6%
大阪府 8,809 71.2% 71.2% 59.6% 59.6% 70.0 7.5% 38.6 0.92 51.8%
兵庫県 5,466 75.3% 75.3% 50.9% 49.2% 39.6 10.0% 31.0 1.00 39.2%
奈良県 1,330 60.5% 44.8% 39.3% 39.3% 30.0 8.2% 20.2 1.06 37.2%
和歌山県 925 36.3% 36.3% 2.5% 2.5% 15.7 9.2% 13.3 1.18 15.4%
鳥取県 556 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 7.4 1.9% 2.5 0.00 14.3%
徳島県 728 41.5% 41.5% 4.0% 4.0% 15.9 6.0% 9.9 1.16 8.3%
関西計 21,811 61.4% 55.0% 46.3% 42.4% 49.7 8.6% 30.7 0.96 43.9%

<ステージ判断基準>
25%以上 20%以上 25%以上 20%以上 15人以上 10% 15人以上 1倍超 50%
50%以上 50%以上 50%以上 50%以上 25人以上 10% 25人以上 1倍超 50%

直近１週
間の陽性
者数（対人
口10万人）

陽性者数
の前週比

感染状況

感染経路
不明者の
割合

人口
（千人）

府県 PCR検査
陽性率

全体病床 重症病床
医療提供体制

療養者数
（対人口
10万人）

ステージⅢ（感染急増）
ステージⅣ（感染爆発）

 

３．関西圏域における新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の推移 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

４．関西圏域におけるステージ(※5)判断指標の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
※5 ステージは、ステージⅠ（感染ゼロ・散発）、ステージⅡ（感染漸増）を合わせた４段階 

 

（出所）政府新型コロナウイルス感染症対策分科会 
 
   

1 月 24 日 0:00 時点 

（構成府県の公表資料より集計） 

1 月 24 日 0:00 時点 

第２波のピーク（8/7） 
新規感染者数：364 人 

第１波のピーク（4/9） 
新規感染者数：155 人 

（1/9） 
新規感染者数：1,220 人 

(人) 
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５．関西圏主要駅の人流変化分析（前回の緊急事態宣言時を 100%とした場合※6） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※6 緊急事態宣言（前回）の数値は、全国に宣言がなされていた令和２年４月 16 日～5 月 14 日の間の平均値 

 

（データ提供）株式会社 Agoop 
  

1 月 26 日 0:00 時点 

【夜間（21 時台）】 

【昼間（15 時台）】 

1 月 26 日 0:00 時点 
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（NHK 報道資料より集計） 

1 月 24 日 0:00 時点 
（参考）人口 10 万人に対する直近１週間の感染者数(1/17～1/23) 
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※ｽﾃｰｼﾞⅢ（15 人） 

※ｽﾃｰｼﾞⅣ（25 人） 
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(構成府県の公表資料より集計）

関西３府県への緊急事態宣言後の新規感染者数の推移（１週間移動平均）
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

京 

都 
 
府 
 
 
 
 

  ・事前相談 
 全国的な移動を伴うイベントや参加者が千人
を超えるようなイベントの開催を予定する場
合、事前に京都府相談窓口へ相談すること 

＜職場への出勤等＞ 
事業者等に対しテレワークの徹底等を要請（特
措法第 24 条第 9 項） 
・「出勤者数の７割削減」をめざす。 

このため、ﾃﾚﾜｰｸをより推進するとともに、
出勤が必要となる職場でも、ﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務、
時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進
すること 

・業態により困難な場合は、週休の分散化、休
暇取得等により職場での密を回避すること 

・事業の継続に必要な場合を除き、20 時以降の
勤務を抑制すること 

 

 

大 

阪

府 

大阪モデル 
＜基本的考え方＞ 
○ 感染拡大状況を判断するため、府独自に指標を設定し、日々モニタリング・見える化。 
○ 各指標について、「感染拡大の兆候」と「感染の収束状況」を判断するための基準を設定し、各基準の状況に応じて、府民に周知する
＜モニタリング指標と基準、信号の点灯・消灯基準の考え方＞ 
○ 感染発生状況については各指標を日々モニタリング・見える化し、「警戒（黄色）」「非常事
態（赤色）」の発動の有無にかかわらず、発生状況に応じて病床確保などの取組みを迅速にす
すめる。 

○ 「警戒（黄色）」が点灯しない場合でも、感染発生状況に応じて、府民への注意喚起を行う。 
＜現状＞12 月４日よりレッドステージ（非常事態）へ移行。 

（重症病床使用率が上昇傾向にあり、「府民に対する非常事態の基準」に達する
見込みであることから、12 月３日第 31回対策本部会議において決定。12 月８日
に基準である 70％に到達。） 
1 月 13 日緊急事態宣言 発出 

＜基準＞ 

分析事項 モニタリング指標 府民に対する
警戒の基準 

府民に対する 
非常事態の基準 

府民に対する 
非常事態解除

の基準 

府民に対する 
警戒解除の基準 

(1)市中で
の 感 染 拡
大状況 

①新規陽性者におけ
る感染経路不明者
７日間移動平均前
週増加比 

②新規陽性者におけ
る感染経路不明者
数７日間移動平均 

① ２以上 
かつ 

②10 人以上 

－  ②10 人未満 

(2)新規陽
性 患 者 の
拡大状況 

③7 日間合計新規陽
性者数 

120 人以上 
かつ 

後半 3 日間で
半数以上 

－  － 

④直近 1 週間の人口
10 万人あたり新
規陽性者数 

－ －  0.5 人未満 

(3)病床の
ひ っ 迫 状
況 

⑤患者受入重症病床
使用率 

－ 70%以上 
（「警戒（黄色）」信
号が点灯した日から

25日以内） 

７日間連続 
60％未満 

60％未満 

【参考指標】 
・確定診断検査における陽性率の 7 日間移動平均 
・新規陽性者における感染経路不明者の割合 
 

＜府民へのよびかけ＞ 
ﾚｯﾄﾞｽﾃｰｼﾞ 2（非常事態）の対応方針に基づく要
請【緊急事態措置】 
〔区域〕大阪府全域 
〔期間〕1 月 14 日～2 月 7 日 
〔実施内容〕（特措法第 45 条第 1 項に基づく） 
〇不要不急の外出・移動を自粛する 
・医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品
の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での
運動や散歩など、生活や健康の維持のために
必要なものについては対象外 

・特に、20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底
すること 

＜イベントの開催（府主共催を含む）＞ 
〔期間〕1 月 17 日～2 月 7 日 
〔収容人数・収容率等〕 

【人数上限】5,000 人以下 
【収容率】屋内：50％以下 

屋外：人と人との距離を十分に確保 
（できるだけ 2m） 

○新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会及びこれ
に類するものは飲食につながるため自粛 

＜施設への休業・営業時間短縮要請＞ 
〔区域〕大阪府全域 
〔期間〕1 月 14 日～2 月 7 日 
〔実施内容〕特措法第 24 条第 9 項に基づく要請 
・営業時間短縮（5 時～20 時）を要請 

ただし、酒類の提供は 11 時～19 時 
〔対象施設〕 
【飲食店】 
・飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・
テイクアウトサービスを除く） 

【遊興施設】 
・バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲
食店営業許可を受けている店舗 

＜施設（府有施設を含む）＞ 
〔実施内容〕協力依頼 
・営業時間短縮（5 時～20 時） 

ただし、酒類の提供は 11 時～19 時 
 ・開催するイベントは人数上限 5,000 人かつ

収容率 50％以下とすること 
〔対象施設〕 

運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館又は
演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、
美術館又は図書館、ﾎﾃﾙ又は旅館（集会の用に
供する部分に限る）､遊興施設、物品販売業を
営む店舗（1,000 ㎡超）（生活必需物資を除く）、
サービス業を営む店舗（1,000 ㎡超）（生活必
需サービスを除く） 

＜要請を踏まえ各団体等に特にお願いした
いこと＞ 
＜経済界へのお願い＞ 
○20 時以降の不要不急の外出自粛を徹底す
ることを踏まえ、事業の継続に必要な場
合を除き、20 時以降の勤務を抑制する（特
措法第 24 条第 9 項に基づく） 

○「出勤者数の 7 割削減」をめざすことを含
め、テレワークをより推進する 

 出勤が必要となる職場でもﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤務、
時差出勤、自転車通勤などの取組みを推
進する（特措法第 24 条第 9 項に基づく） 

○新年の挨拶回り、新年会、賀詞交歓会及び
これに類するものは飲食につながるため
自粛する 

＜大学等へのお願い＞ 
（特措法第 24 条第 9 項に基づく） 
○感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的
実施等により学修機会を確保する 

○部活動、課外活動、学生寮における感染防
止策、懇親会や飲み会などについて、学生
等に注意喚起を徹底する 
部活動における感染リスクの高い活動は
自粛する 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

兵 

庫 

県 

・緊急事態宣言解除後の次なる波に向けた、社会活動制限についての方向性基準を設定 
・発動内容については、近隣府県の動向、国の方針、地域別状況を踏まえて総合的に判断 
＜現状＞11 月 24 日より、感染拡大特別期へ移行 
     1 月 13 日緊急事態宣言 発出 

〔区域〕兵庫県全域 
〔期間〕1 月 14 日～2 月 7 日 
〔措置等の内容〕右に四角囲みで記載 

＜基準＞ 

区分 感染小康期 感染警戒期 感染増加期 感染拡大期1 感染拡大期2 感染拡大

特別期 
対応の方向性 予防 警戒 制限強化 制限強化 制限強化 制限強化 

判
断
基
準 

新規陽性者 
(１週間平

均) 

10 人未満 10 人以上 
(警戒基準) 

20 人以上 30 人以上 40 人以上 総合的に

判断 

直近１週間 
の人口 10 万 
人当たりの 
新規感染者 

1.25 人未満 1.25 人以上 2.5 人以上 3.75 人以上 5 人 以 上 

 
 

＜不要不急の外出自粛等＞ 
○不要不急の外出自粛、特に 20 時以降の徹底し
た不要不急の外出自粛 

○特に首都圏（１都３県）など感染拡大地域へ
の往来は自粛 

○感染拡大予防ガイドライン等に基づく感染防
止策がなされていないイベント等への参加を
自粛 

〇感染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策
がなされていない県内外の感染ﾘｽｸの高い施
設の利用を自粛 

〇感染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策
がなされていない施設における、大人数での
会食や飲み会を避けること。若者ｸﾞﾙｰﾌﾟにつ
いては、特に注意 

○ﾘｽｸの高い施設利用後の自身の体調や行動に
注意 

○大声での会話、回し飲みを避ける 
○飲食店を利用する場合、家族や介助者等を除
き「４人以下の単位」ごとになるようにする 

＜５つの場面に注意＞ 
①飲酒を伴う懇親会等 
②大人数や長時間におよぶ飲食 
③マスクなしでの会話 
④狭い空間での共同生活 
⑤休憩室、喫煙所、更衣室等 
＜ウイルスを家庭に持ち込まない＞ 
○毎日の検温実施など、自身の健康管理に留意し、発

熱など症状のある場合には、通勤・通学を含め外出
を控えるとともに、電話で医師に相談 

〇感染拡大を予防する「ひょうごｽﾀｲﾙ」の推進、ﾏｽｸ
の着用、手洗い、身体的距離の確保、「３密」の回
避等、特に、近距離の会話、移動中の車内でもﾏｽｸ
の着用を徹底 

○冬期を迎え暖房をしようする場合でも換気や適度な保湿を行う 
○新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ接触確認ｱﾌﾟﾘ「COCOA」を登録 
○店舗・施設やｲﾍﾞﾝﾄ等における感染拡大防止を図るため、

ｸﾗｽﾀｰ発生のおそれがある時等に迅速に利用者への注意
喚起情報を提供する「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃﾑ」を利用 

＜飲食店等に対する営業時間短縮の要請等＞ 
○飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食
店営業許可を受けている店舗に対し、営業時
間を 5 時から 20 時まで（酒類提供は 11 時か
ら 19 時まで）とし、業種別ガイドラインに基
づく感染防止策を徹底するよう要請 

○運動施設、遊技場、劇場、物品販売業を営む店
舗（生活必需物資を除く）等に対し、営業時間
を 5 時から 20 時まで（酒類提供は 11 時から
19 時まで）とし、人数上限 5,000 人、かつ、
屋内にあっては収容率 50%以下、屋外にあって
は人との距離を十分に確保するよう働きかけ 

※営業にあたっては、感染防止対策宣言ポスタ
ーを掲示 

＜見回り活動＞ 
○飲食店等への営業時間短縮等の徹底を図るた
め、市町、警察、消防等と連携し、見回り活動
を実施 

＜イベントの開催制限等＞ 
【開催の目安】 
○屋内：5,000 人以下、かつ収容率 50%以下 
○屋外：5,000 人以下、かつ人との距離を十分に
確保（できるだけ 2m） 

○感染拡大予防ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策
がなされていないｲﾍﾞﾝﾄ等の中止又は延期 

○地域で行われる集い等、全国的又は広域的な
移動が見込まれない行事で、参加者がおおよ
そ把握できるものは、人数制限を行わない 

○催物開催にあたっては、適切な感染防止対策を実施 
○参加者が 1,000 人を超えるｲﾍﾞﾝﾄは、県へ事前相談 
※但し、1/14 時点でチケット販売済分は適用外 
＜出勤抑制＞ 
○「出勤者数の７割削減」を目指し、在宅勤務(ﾃ
ﾚﾜｰｸ)、TV 会議等の推進 

＜事業者への感染防止対策等の要請＞ 
○従業員に対し、職場や寮のほか、仕事後の飲み会などにおける感染防止の徹底 
○特に接待を伴う飲食店及び酒類の提供を行う飲食店等に対し、保健
所による食品衛生法上の指導にあわせた感染防止策を周知徹底 

○飲食店に対し、発熱、せき、味覚障害など、少しでも症状がある
従業員がいる場合の自宅待機及び検査受診 

○GoToEat 参加飲食店においては、ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ、ｱｸﾘﾙ板、ﾃｰﾌﾞﾙ等
を利用し、利用客が家族や介助者等を除き「４人以下の
単位」とする。あわせて、GoToEat に参加しない飲食店に
対しても、同様の協力を要請  

〇業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に基づく感染防止策を徹底し、「感染拡大防止宣言ﾎﾟｽﾀｰ」の掲示 
〇「兵庫県新型ｺﾛﾅ追跡ｼｽﾃﾑ」への登録と、可能
な限り QR ｺｰﾄﾞのﾃｰﾌﾞﾙやｶｳﾝﾀｰなどで掲示 

〇店舗・施設利用者へ「COCOA」の登録を要請 

＜医療機関･社会福祉施設関係者への要請＞ 
○医療機関に対し、医療従事者、患者等への
感染防止対策の徹底を要請 

○社会福祉施設に対し、職員、通所者等への
感染防止対策の徹底を要請 

○高齢者、障害者など特に支援が必要な
方々の居住や支援に係るすべての関係施
設・事業所について、感染経路の遮断(手
指消毒、マスク着用、換気の徹底)及び感
染防止対策を厳重に徹底した上で事業実
施を要請 

○職員及び関わりのある従業員に対して不
要不急の外出の自粛等の徹底を要請 

〇院内・施設にｳｲﾙｽを持ち込まないため、職
員の行動や健康管理を徹底するととも
に、面会者、委託事業者等に対しても注意
を促す 

○院内・施設内で感染が疑われる事案が発
生した場合は、速やかに管轄健康福祉事
務所・保健所に連絡・協力 

○面会者からの感染を防ぐため、自宅と施
設間でのオンライン面会等を活用し、直
接面会については、緊急の場合を除き中
止することを要請 

○原則、外泊、外出の自粛を要請 
＜事業者・関係団体への要請＞ 
〇感染拡大を予防する｢ひょうごｽﾀｲﾙ｣推進 
○関係団体を通じた企業等に対する接触機
会低減等の取組 

○「三つの密」回避の促進、職場内の換気励
行、検温及びﾏｽｸ着用の徹底、発熱等の風
邪症状がみられる従業員への出勤免除 

 
【感染拡大防止徹底要請】 
 令和 3 年 1 月 13 日発出 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

奈

良

県 

(1)感染者判明の状況等から奈良県のフェーズを判断 
＜現状＞５月 13 日フェーズ 2 へ移行 
＜基準＞ 
ﾌｪｰｽﾞ 感染者発生状況 行動自粛 
ﾌｪｰｽﾞ１ 県内及び近隣地域の新規感染判明

者が増加し、強い行動自粛の要請
が必要な状況 

一般的な外出自粛要請 

ﾌｪｰｽﾞ 2 県内及び近隣地域の新規感染判明
者が低水準で低下傾向 

一般的な外出自粛要請を緩和 
感染リスクの高い場所・集会への訪問自粛を要請 
必要な感染リスク低減配慮を要請 

ﾌｪｰｽﾞ 3 県内及び近隣地域の感染判明者が
ほとんど見られず、新規判明増加
の傾向も発見されない 

外出行動自粛を更に緩和 
必要最低限の感染リスク低減の要請は維持 

(2)３つの段階の判断は、3 つの判断項目について、7 つの判断基準で行う 
［判断項目１ 新規感染判明者の水準］ 
①県内及び大阪での新規感染者数の水準が抑えられているか 
 基準数値：人口 10 万人当たり新規感染判明者数 
ﾌｪｰｽﾞ 2：直近 1 週間で 0.5 人未満     
ﾌｪｰｽﾞ 3：直近 2 週間で 0.1 人未満 

②新規感染判明の段階での感染経路が明確か 
基準数値：直近 1 週間における新規感染判明者に占める感染経路不明者の割合 1/2 未満 

［判断項目２ 県内の感染者への医療・療養体制の安定性］ 
③感染判明者は全て病院や施設で治療・療養ができているか 
基準数値：自宅療養ゼロが維持されているか 

④感染判明者の入院、重症者の受入及び宿泊療養施設の受入の容量に十分な余裕があるか 
基準数値：占有率 50％未満 

［判断項目３ 感染拡大防止体制の充実］ 
⑤感染判明後の感染経路の推定に十分な明確さがあるか 

感染経路推定の分析が感染拡大防止に効果的な程度に達しているか 
⑥新規感染判定の体制（現在は PCR 検査）が整っているか 
⑦感染拡大防止の措置の実効性が十分か 

行動自粛率：各項目の自粛の率が、感染拡大防止に効果的な程度に達しているか 

＜県民のみなさまへのお願い＞ 
〇緊急事態宣言の発出を受けて 
・緊急事態宣言が発出されている地域への不要 
不急の往来を控えましょう。 

・感染拡大地域でのリスクが高い場所への出入
りを控えましょう。 

・家庭内でも「うつらない・うつさない」よう
十分に用心しましょう。 

〇医療関係者や感染された方、その家族などに
対する中傷や差別は、絶対にやめましょう。 

〇感染拡大を防ぎ、あなたと、身近な人の命を
守るため、うつらない・うつさない習慣を徹
底しましょう。 

感染予防のための「３つの徹底」 
・手洗い、手指消毒の徹底 
・人との間隔は２ｍ（最低１ｍ）空ける、マスク
着用、換気 

・症状がある場合の外出自粛の徹底 
〇接触確認アプリ「COCOA」をインストールし
ましょう。 

 

＜イベントの開催＞ 
○開催制限の概要（～２月末まで） 
【収容率要件】 
①大声での歓声・声援等が想定されない 

→100％以内（席がない場合は適切な間隔） 
②大声での歓声・声援等が想定されるもの 

→50％以内（席がない場合は十分な間隔） 
【人数上限】 

①収容人数 10,000 人超→収容人数の 50％ 
②収容人数 10,000 人以下→5,000 人 

※感染リスクを軽減するための各種措置が担保されていること
等が緩和の条件で、それ以外の場合は、従来の目安を原則とする。

※収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度（両方の条件を満たす必要がある） 
※異なるｸﾞﾙｰﾌﾟ間では座席を１席空け、同一ｸﾞﾙｰﾌﾟ(５人以内
に限る)内では座席間隔を設けなくともよい。すなわち、
収容率は50％を越える場合がある。 

※その他詳細は、令和 2 年 9 月 11 日付け内閣官房新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ
感染症対策推進室長事務連絡のとおりとする。 

○全国的な人の移動を伴うｲﾍﾞﾝﾄ(ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂ等又 
は、参加者が 1,000 人を超えるようなｲﾍﾞﾝﾄ) 
開催を予定する場合は、県に事前相談を行う。 

＜施設の利用＞ 
・入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある
方は利用を控えてもらうようにする。 

・施設の利用前に、施設利用者に接触確認ｱﾌﾟﾘのｲﾝｽﾄｰﾙを
促すこと。また、必要に応じて、施設利用者の連絡先等の
把握をする。 

・施設利用の際には、熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則、
ﾏｽｸを着用することを促す。また、消毒や手洗いなど｢新しい生
活様式｣に基づく行動を徹底することを促す。 

・施設利用の際には、入退場時、休憩時間や待合
場所等を含め、三密を作らないよう徹底する。 

・感染拡大予防のための業種別ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等に則した感染防止策を徹底する。 

【我々の心得】 
○県内での感染事例が連続で発生していま
すが、「正しく注意して」 うつらないよう
に行動し、元気に社会・経済活動を行いま
しょう 

○「うつらない」「うつさない」の習慣化 
・「うつらない」対策をその都度説明 
・「うつさない」配慮（職場・家庭）を繰
り返しお願い 

・どのようにうつされたのかを明確にし
ていく 

○拡大防止への対策 
・死亡につながる重症化を防ぐ 
・感染したら、全員隔離してうつさない 
・医療崩壊はさせない 
・感染施設は一定期間閉じる 

○感染者の人権への配慮 
・医療関係者や感染された方等への中傷
や差別は絶対にやめましょう 

和 

歌 

山 

県 

県内および近隣府県の感染状況が一定の基準を上回った場合は、自粛要請ﾚﾍﾞﾙの再引き上げを
含む見直しを行う 
＜基準＞ 

区分 内容 自粛要請 
近隣府県での
発生基準 
 

○新規陽性者数 
40 人以上/日 複数日出現 

県外受入自粛の強化等 
 

和歌山県での
発生基準 
 

①新規陽性者数 
5 人以上/日・複数日出現 

②肺炎患者陽性率 5％以上 
③新規感染陽性率 5％以上 
④病床使用率 50％以上 
 

不要不急の外出自粛 
営業自体の自粛等 
 

※①、②、③、④の全て 
※②、③は７日間移動平均 
※④は紀北と紀南のいずれか 

＜県民の皆様へのお願い＞（1/21） 
◯緊急事態宣対象区域への不要不急の往来は控
える 

 ※栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・ 

岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県 

◯特に感染が拡大している地域に出かける際
は、基本的な感染症対策(ﾏｽｸ着用、手洗いな
ど)を心がけるとともに、会食や接待を伴う
飲食は控える 

◯友人や知人との夜遅くまで長時間、集団で会
食をし、そのまま友人の部屋に宿泊するよう
な行動は控える 

◯感染によって重症化しやすい高齢者は、ﾏｽｸ
を着用しないまま長時間の接触機会や感染症
対策がしっかりと取られていない催しへの参
加を控える 

◯軽微な症状であっても放置することなく、通
勤通学を控えて直ちにかかりつけ医等地域の
身近な医療機関に電話相談を。かかりつけ医
等がない場合は受診相談窓口へ 

◯濃厚接触者が１回目の PCR 検査で陰性となっ
ても、２週間の経過観察中に陽性になったｹｰ
ｽもあるため、濃厚接触者は経過観察中は必
ず自宅待機を行い、人との接触を避ける 

＜事業所へのお願い＞ 
◯従業員の発熱等のﾁｪｯｸをし、症状がある場合
は業務に従事させず、ｸﾘﾆｯｸの受診をすすめ
るなど、適切な対応を 

◯全ての業界、事業所でｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守とﾎﾟｽﾀ
ｰ(関西広域連合啓発ﾎﾟｽﾀｰ)掲示をする  

◯職場内でもﾏｽｸの着用を徹底する 
◯在宅勤務（ﾃﾚﾜｰｸ）や時差出勤、自転車通勤
など、人との接触を低減する取組をすすめる  

＜ｲﾍﾞﾝﾄ開催自粛の考え方＞ 
◯必要な感染防止策が担保される場合は緩和す
ることとし、２月末まで、次の収容率と人数
上限でどちらか小さいほうを限度とする。そ
れ以外の場合は、従前の目安を原則とする 

【収容率要件】 
①大声での歓声・声援等がないことを前提とす
るｲﾍﾞﾝﾄ(ｸﾗｼｯｸ音楽ｺﾝｻｰﾄ等)100%以内 

②大声での歓声・声援等が想定されるｲﾍﾞﾝﾄ(ﾛｯ
ｸｺﾝｻｰﾄ､ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ等）50％以内 

※異なるｸﾞﾙｰﾌﾟ間では座席を１席空け、同一ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ(５人以内に限る)内では座席間隔を設け
なくともよい 

【人数上限】  
①収容人数 10,000 人超→収容人数の 50% 
②収容人数 10,000 人以下→5,000 人 

※令和２年９月 11 日付け内閣官房ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感
染症対策推進室長事務連絡「11 月までの催
物の開催制限等について」に準ずる 

＜医療機関や福祉施設へのお願い＞ 
◯医療機関や福祉施設の職員は、ｳｲﾙｽを持
ち込むことがないよう当面の間、感染ﾘｽ
ｸの高い長時間の飲酒を伴う家族以外と
の会食等を控える 

◯病院や福祉施設等の職員は、施設内へ感染
の持ち込みが発生しないよう特に注意を 
訪問介護や通所ｻｰﾋﾞｽの職員やｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ
も含め、自身の感染症対策をより徹底す
るとともに、事業所においても発熱など
のﾁｪｯｸを実施するなど、健康観察のさら
なる徹底を 

◯感染拡大防止には早期発見が重要である
ことから、ｸﾘﾆｯｸで感染者を発見しても
らうｼｽﾃﾑを構築。医療機関、特にｸﾘﾆｯｸ
は、軽微な症状でも、まずは新型ｺﾛﾅｳｲﾙ
ｽ感染症を疑い、速やかに検査を実施す
るなど患者の早期発見を 

 
＜全体への呼びかけ＞ 
◯厚生労働省「接触確認アプリ(COCOA)」を活用 
◯人権への配慮(ｺﾛﾅ差別相談ﾀﾞｲﾔﾙ) 
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府県 自粛要請・解除の判断基準 府県民への要請 事業主への要請 その他 

鳥

取

県 

＜鳥取県版新型ｺﾛﾅ警報＞ 
10 月 13 日、全国でも最も厳しい水準は維持しつつ、本県の医療提供体制を踏まえ、社会・
経済活動との両立を図る見直しを行った。 

＜現状＞東部地区 東部地区 注意報解除（12 月 21 日付発令、1 月 22 日付解除） 
 中部地区 警報発令（1 月 15 日付） 
 西部地区 注意報発令（12 月 25 日付）、米子市警報発令（1 月 6 日付） 

境港市警報発令（12 月 28 日付） 
＜基準＞ 

区 分 注意報 警報 特別警報 

判
断
指
標 

①新規陽性患
者数 

東部 １人/週、中部 １人/
週、西部 １人/週 

東部 ３人/週、中部 ２人/週、西部 ３人/週 

②現時点確保
病床稼働率 

－ 圏域ごとに稼働率 15％超 圏域ごとに稼働率 50％超 

運
用 

発令 圏域単位で発令 

発令期間 
始期：①の基準に達した日 
終期：②の基準を下回った日 

始期：①②がいずれも基準に達した日 
終期：①②がいずれも基準を下回った日 

解除 ①の基準を下回った日の翌日 
①②がいずれも基準を下回った日の翌日 
（警報、注意報の要件を満たしている場合はそちらに移行） 

活
動
制
限 

外出・ｲﾍﾞﾝ
ﾄ・施設 

○感染拡大を予防する事項
の呼びかけを強化 
・手洗い励行、ﾏｽｸ着用 
・換気の徹底 
・施設内の消毒 

○クラスター発生施設に関係す
る箇所､３密な場所 

○状況に応じて不要不急の外出
自粛を要請 

○生活維持に必要なものを除
く外出自粛を要請 

○市中感染が拡がった場合、比較的規模の大きなイベント等か
ら順次制限 

○必要性があると認められる業務や施設に限って要請 

学校 
○感染者の学校休業の検討
が基本 

〇感染者の学校休業の検討が基本 
○市中感染の拡がり状況を勘案し、

必要に応じて感染リスクの高い教
育活動の制限、分散登校、休業 等 

○市中感染の拡がり状況を勘案
し、必要に応じて該当の圏域
又は全県での教育活動の制
限、分散登校、休業 等 

医
療
強
化 

保健所 ○疫学調査応援職員を派遣 ○疫学調査応援職員を派遣 ○相談ｾﾝﾀｰ応援職員を派遣 等 

医療・福祉 
○施設内感染対策の確認 
〇病床確保の準備  等 

○施設内感染対策の徹底 
○必要物資の送付、空床確保  等 

○病床・人工呼吸器 緊急調達 
○施設への医療人材の派遣 等 

要請の法的根拠等 協力依頼 等 
県クラスター対策条例、特措法第
24 条第 9項による要請 等 

県クラスター対策条例による
要請、特措法第 45 条も発動 等 

※クラスター発生などで、特定の市町村内で感染拡大が特に懸念される場合、専門家の意見を伺った上で当該市町村

に限定して警報を発令（12/28 県対策本部会議で決定） 
※警報発令期間の終期を「①②がいずれも基準を下回った日」に修正（1/8 県対策本部会議で決定） 

＜県民の皆様へのお願い＞ 
～ご自身と大切な人と地域を守ろう！会食・三密に注意！～ 
○県のウェブページなどから正確な情報を確認し、不確かな情報に惑
わされることなく、冷静な行動をとって下さい。 

○身近なところで感染する可能性もあり、十分
注意。親しい間柄であっても、ﾏｽｸを外す瞬
間をｳｲﾙｽが狙っている。引き続き｢三つの密｣
を避け、人との感染防止距離(概ね 2m)を取
る、距離が取れない場合のﾏｽｸの着用、こま
めな手洗い･換気などの感染予防に十分注
意。特にﾘｽｸの高い高齢者、基礎疾患のある
方や妊婦と会われる際は、特に注意。 

 ・帰宅後や何かを口に入れる前後(喫煙も含めて)の手洗いを徹底  
 ・人と会話する際や距離が近い場合のマスクの着用を徹底 
 ・倦怠感やのどの違和感、発熱、味覚・嗅覚など多少の違和感を自覚 

した場合、親しい人であっても人と接触する際にはﾏｽｸを着ける、人との会食はさける。  
○緊急事態宣言対象地域へは、日程の見直しを
改めて検討していただくことも含め、平日・
休日を問わず可能な限り往来を控えてくださ
い。ただし、兵庫県のうち香美町及び新温泉
町について、通勤、通学、生活用品の買い物
など、感染予防対策を十分取った上での必要
不可欠な往来は、差し支えありません。 

○倦怠感、のどの違和感、発熱、味覚・嗅覚異常など少し
でも違和感を自覚した場合には出歩かず、まず、事前に
かかりつけ医に連絡。相談先に迷う場合は｢受診相談ｾﾝﾀ
ｰ｣に、接触が心配な場合は｢接触者等相談ｾﾝﾀｰ｣に相談。 

○お店を利用の際は、「新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防対策協賛店」、
「新型コロナ対策認証事業所」(ガイドライン
に基づき感染拡大予防対策に取組んでいるとし
て県が認証した事業所)の積極的な活用を。 

○ご自身の予防と感染拡大防止のため、接触確認ｱﾌﾟﾘ｢COCOA｣や
｢とっとり新型ｺﾛﾅ対策安心登録ｼｽﾃﾑ｣等の活用を。 

○患者治療に当たる医療従事者やその家族など
に対し、誤解や偏見に基づく差別をなくし、
新型ｺﾛﾅに立ち向かっている患者、医療従事
者の皆さまをみんなで応援しましょう。 

＜事業者の皆様へ＞ 
・事業者の皆様は、業種別ガイドラインの遵守
を徹底した上で、大切なお客様とお店・従業
員を守るため、感染予防対策を十分に実施。 

・「とっとり新型ｺﾛﾅ対策安心登録ｼｽﾃﾑ」や厚生
労働省「接触確認アプリ(COCOA)」を活用。 

＜イベント開催要件＞（9/19～当面２月末） 
県版ガイドラインの遵守を前提に以下のとお
りとする。 

【収容率要件】 
①歓声・声援等が想定されないもの 
席がある場合：収容率 100％以内 
席がない場合：人と人が接触しない程度の間隔 

②歓声・声援等が想定されるもの 
席がある場合：収容率 50％以内 
席がない場合：十分な人と人との間隔(1m) 

※全国的・広域的な人の移動が見込まれる祭り等については、
ｸﾗｽﾀｰ対策が困難であることから、中止を含めて慎重に判断。
【人数上限】 

①収容人数 1 万人超⇒収容人数の 50％ 
②収容人数 1 万人以下 ⇒5,000 人 
（注）収容率と人数上限のどちらか小さい方

を限度（両方の条件を満たす必要） 
※現時点確保病床占有率が 25％以上になった場
合は、9 月 16 日以前の基準に戻すこととする。 

（9 月 16 日までの基準） 
感染防止策を徹底して次の基準で実施。 

【屋内】5,000 人以下かつ収容定員の 50％以下の参加人数 
【屋外】5,000 人以下かつ人との間隔を十分確保（概ね２ｍ） 
○イベント開催申出制度 

定員50%超又は1,000人超、全国的ｲﾍﾞﾝﾄを開催
する場合、1箇月前までに申出書提出が必要。 

【県版ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ策定】 
○業種別ガイドライン 

飲食店、宿泊施設、接待を伴う飲食店、
理容所、美容所、クリーニング取次所、
公衆浴場、スポーツジム、ライブハウ
ス、公演イベント、スポーツイベント、
販売促進イベント、観光土産品販売店、
会社寮 

○学校寮における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

○部活動(運動部･文化部)における新型ｺﾛﾅ
ｳｲﾙｽ感染症対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 

○登山・海水浴場におけるガイドライン 
 
【感染拡大防止クラスター対策等条例】 
（8 月臨時議会議決、令和 2 年 9 月 1 日施
行） 
県民及び事業者が一丸となって新型コロ
ナウイルス感染症の克服に取り組む。 

（詳細は省略） 
 
【新型コロナウイルスに関する差別的扱い
や誹謗中傷から陽性者等を守る共同行動
宣言】（令和 2 年 9 月 10 日 鳥取県、
鳥取県弁護士会、鳥取県警察本部及び鳥
取地方法務局） 
互いに連携して、患者や家族など新型コ
ロナウイルスと闘う方々への差別的扱い
や誹謗中傷を防ぐとともに、寄り添って
支援する取組を進める。 

 
【中国地方知事会メッセージ】 
○１都３県で緊急事態宣言が発出されるこ
とを踏まえ、中国地方知事会でも感染拡
大防止の行動を呼びかけるメッセージを
発信。（1/7） 

徳

島

県 

「とくしまアラート」の発動基準 
＜現状＞9 月 18 日「とくしまアラート」を全県域で解除 
＜基準＞ 

区分 
①感染観察  ②感染拡大注意  ③特定警戒 

 注意 強化 漸増 急増 

基本方針 

早期発見、封じ込めで感

染拡大防止を図る 

必要に応じ、特措

法第24条 9項によ

る感染拡大防止を

図る 

特措法第 24条

９項によるさ

なる感染拡大

防止を図る 

国の指定を受け、特

措法第 45 条等によ

る強制性のある取

組を実施する 

発
動
基
準 

直近 1 週間の累積 

新規感染者数 ― 
５人 
以上 

10 人 
以上 

30 人以上 100 人以上 170 人以上 

直近 1 週間の累積 

感染経路不明者割合 
― 50％ 50％ 50％ 50％ 

病床の

ひっ迫

具合 

病床全

体 

― 

 
― ― 

最大確保病状の占有率 
１／５以上 

現時点の確保病床数の占有率 
１／４以上 

最大確保病状の
占有率 

１／２以上 

うち重

症者病

状 

― 

 
― ― 

最大確保病状の占有率 
１／５以上 

現時点の確保病床数の占有率 
１／４以上 

最大確保病状の
占有率 

１／２以上 

療養者数 ― ― ― ― 100 人以上 170 人以上 

PCR 陽性率 ― ― ― ― 10％  

解除の判断基準 ― 発動１週間経過後、状況及び発動基準を照らし合わせて判断 
 

＜県民への呼びかけ＞ 
基本的な感染予防の徹底（３密回避 等） 
○３密回避を遵守した「新しい生活様式」の徹
底に向けた注意喚起 
⇒感染者の多い「若年層」、中でも感染リス
クの高い行動を取る対象者に向けた効果的
な情報発信 
感染拡大防止の主役として、高齢者等のみ
ならず、自分自身のいのちを守ることにつ
ながるというメッセージ 

○COCOA 及び「とくしまコロナお知らせシステム」の普及促進 
○ターゲット毎に適切なメディアを通した分か
りやすいメッセージの発信  

[重症化しやすい人（高齢者など）]３密の徹底
的な回避、安全な活動については推奨   

[中年]職場での感染予防徹底、宴会等における注意喚起 
[若者]クラブ活動等における感染予防徹底、宴
会等における注意喚起  

[医療従事者・介護労働者]リスクの高い場所に行かない 
＜緊急事態宣言対象地域等への往来自粛＞ 
「1 都 2 府 8 県への不要不急の往来」について 
・各知事が行う対策が最大限の効果をもたらすよ

う、県民の皆様には、「緊急事態宣言」対象都府
県への不要不急の往来を控えていただきたい。 

・その他の地域についても、特に感染が拡大し
ている地域との往来については、慎重に検討
いただき、各都道府県が発しているメッセー
ジや情報を事前に確認の上、「訪問先の都道
府県の要請に沿った行動」をお願いしたい。 

＜イベント開催の考え方＞ 
 必要な感染防止策が担保される場合は緩和す
ることとし、次の収容率と人数上限でどちら
か小さい方を限度とする。それ以外の場合は、
従前の目安を原則とする。 

【収容率要件】 
①歓声・声援等が想定されないもの 

収容率 100％以内 
②歓声・声援等が想定されるもの 

収容率 50％以内 
【人数上限】 
①収容人数 1 万人超⇒収容人数の 50％ 
②収容人数 1 万人以下 ⇒5,000 人 
（注）収容率と人数上限のどちらか小さい方

を限度（両方の条件を満たす必要） 
※令和 2 年 11 月 12 日付け内閣官房ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染
症対策推進室長事務連絡に準ずる。 

＜大規模ｲﾍﾞﾝﾄにおける感染防止策の事前相談＞ 
全国的な移動を伴うｲﾍﾞﾝﾄや参加者が千人を超え
るｲﾍﾞﾝﾄを開催予定の場合、県への事前相談を依頼 

＜事業者への依頼＞ 
・基本的な感染予防の徹底（３密回避 等） 
・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの遵守を徹底。 
・「とくしまスマートライフ宣言」または「ガ
イドライン実践店ステッカー」の掲示 

・｢とくしまｺﾛﾅお知らせｼｽﾃﾑ｣の登録・掲示 
・感染リスクが高まる「5 つの場面」に注意い
ただきたい。 

＜共通事項＞ 
「とくしまスマートライフ宣言！」（「新し
い生活様式」「感染拡大予防ガイドライ
ン」の実践） 
 
「徳島県新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の防止に関する条例」（令和２年 10 月
16 日施行） 
・事業者の感染防止策が義務化 
・ｸﾗｽﾀｰ等発生時の公表の流れを規定 
・不当な差別的取り扱いや誹謗（ひぼう）
中傷を禁止 
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１．診療・検査医療機関等設置状況
（１月２４日現在）

514
682

1,317
1,070

335
305
313

(498)
(101)
(297)
4,536

２．検査（分析）の状況
（１月２４日現在）

（件／日）

大阪市 ‐
堺市 (5)

(参考）

‐

神⼾市

(参考）

奈良県

奈良県

※地⽅衛⽣研究所・保健所、⺠間検査機関、大学、医療機関等における最大限稼働した場合の検査数

堺市
神⼾市

計

徳島県
京都市
大阪市

198 9

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

府県市名

(0)

960
3,260

(2,320)

府県市名 診療・検査医療機関 地域外来・検査ｾﾝﾀｰ

抗原検査(定量･定性) 合計

3,465
9,900

22,300

2,267
4,500
9,512

(1)
計 94

3
徳島県 4
京都市 ‐

10
6

2

4,050
3,318

(482)
27,867

1,500 4,400

69,870
(482)0

42,003

5,900

3,808
16,007

490
3,840
2,280

鳥取県

和歌山県
鳥取県

(1,275) (2,000)

61
8

1,198
5,400

12,788

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県

和歌山県

4,800

民間医療機関の件数は含まない

5,540
‐

(2,320)

備考

20,057

(725)

PCR検査

民間医療機関の件数は含まない

別添２

新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等

令和３年１月２８日  
広 域 医 療 局

※京都府に含まれる

※京都府に含まれる
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６．都道府県調整本部の設置 （１月２４日現在）
設置日

R2.4.8

R2.3.27

R2.4.1

R2.3.19

R2.2.14

R2.3.23

R2.4.1

（参考）

R2.4.24

７．医療機関以外の受⼊体制   （１月２４日現在）
施設数 室数

2 271

3 826

9 2,416

7 988

1 137

3 340

2 180

27 5,158
（参考）

3 250

京都府新型コロナウイルス感染症⼊院医療
コントロールセンター

24時間体制（一部オンコール）

体制

本部⻑︓保健福祉部副部⻑（医師）
本部員(搬送調整Co.)︓県医師会及び県内医療機関の医師７名

大阪府新型コロナウイルス調整本部（大阪
府⼊院フォローアップセンター）

４名

保健医療圏を超える⼊院調整が
必要となった段階から対応

センター⻑︓県福祉保健部健康医療局⻑
参与︓感染症専⾨医師３名（各医療圏）

徳島県新型コロナウイルス感染症
⼊院調整本部

6名

統括DMATの人数

本部⻑（センター⻑）︓医療監、他部内職員で構成

患者搬送コーディネーター︓京都府保健医療対策監
統括DMAT、感染症指定等医療機関、⾏政職員

鳥取県新型コロナウイルス感染症⼊院医療
トリアージセンター

新型コロナウイルス⼊院コーディネートセ
ンター

災害医療コーディネーター
2名（内、統括DMAT 1名）

県内のホテルを確保

県内の⺠間宿泊施設を確保

和歌山県

滋賀県

鳥取県

兵庫県

1名

ホテル9施設2,416室

新型コロナウイルス感染症対策本部の医療体制班内に設置（看護
師・事務職員等）

県内のホテルを確保し軽症者等を受け⼊れ実施中

班⻑︓医療政策局⻑（医師）、副班⻑︓健康推進課参事（医
師）、看護師1名、⾏政職員 4名

24時間体制（一部オンコール）

奈良県

24時間体制（特に調整困難な場
合に対応）

和歌山県⼊退院調整本部

福祉保健部技監（医師）、感染症指定医療機関医師、各保健所⻑
感染症担当課職員、医療担当課職員

災害医療コーディ
ネーター1名

兵庫県

滋賀県

徳島県

※R2.3.26厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者
数が大幅に増えたときに備えた⼊院医療提供体制等の整備について」に基づく都道府県調整本部

大阪府

24時間体制（一部オンコール）

24時間体制（一部オンコール）

奈良県

県内の⺠間ホテルを確保

県内のホテル、リタイヤインフラ活用徳島県

計

県内のホテル等（250室）を確保

５名

鳥取県

府内のホテルを確保

府県市名

京都府

センター⻑︓県健康医療福祉部理事
災害コーディネーター（統括DMAT含む）33名、⾏政職員14名

滋賀県COVID‐19災害コントロールセン
ター

24時間体制（一部オンコール）

大阪府

確保・受⼊状況

奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部
⼊退院調整班

和歌山県

京都府

府県市名

１名前後/日

構成員人数・職種

名称
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８．受診・相談センターの設置状況

2

1

16

17

9

4

1

※

1
1
1

53

（参考）

6

９．一般相談窓口の設置状況

（参考）

徳島県 1 ・県庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

京都府 1
・専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪府 1 ・府庁（９時〜18時（土日祝日を含む））

兵庫県 5
・県庁専用ダイヤル（24時間対応）
・中核市４保健所

和歌山県 2
・県庁（土日祝日を含む２４時間対応）
・和歌山市保健所（平日9時〜17時45分）

鳥取県 1 ・県庁（平日８時30分〜17時15分）

計 40

奈良県 6
・県庁（土日祝日を含む 8時30分〜17時15分）
・４保健所、奈良市保健所（平日8時30分〜17時15分）

京都市 ※
※専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪市 25
・大阪市保健所（平日9時〜17時30分）
・24区保健福祉センター（平日9時〜17時30分）

堺市 1 ・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

神⼾市 1 ・本庁専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）

・県庁専用ダイヤル（平日・土日祝８時30分〜17時15分）
・大津市保健所（平日９時〜17時）

徳島県
・専用ダイヤル（土日祝日を含む24時間対応）
（６保健所でも対応）

京都市
※専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）
堺市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

神⼾市 ・１保健所（土日祝日を含む24時間対応）

（１月２４日現在）

府県市名 箇所数 相談体制

滋賀県 2

計

奈良県
・県庁  （土日祝日を含む24時間対応）
・４保健所、奈良市保健所（平日8時30分〜17時15分）

京都府
・専用ダイヤル（京都府・京都市共通で設置）
  （土日祝日を含む24時間対応）

大阪府
・9保健所、中核市7保健所
 （土日祝日を含む24時間対応）

兵庫県
・12保健所（平日９時〜17時30分）中核市４保健所
・県庁専用ダイヤル（24時間対応）

和歌山県
・８保健所（支所含む）
・和歌山市保健所（平日9:00〜17:45）

鳥取県
・鳥取県看護協会（土日祝日を含む9時〜17時15分）
・２保健所、鳥取市１保健所（上記以外の時間）

滋賀県
・県庁専用ダイヤル
・大津市保健所
（土日祝日を含む24時間対応）

（１月２４日現在）

府県市名 箇所数 相談体制
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全国知事会緊急提言等 

 
 
 
 

    

 （1/9 第15回「新型コロナウイルス緊急対策本部」会議） 

① 「新型コロナ感染爆発」絶対阻止宣言！ 

   ～ 感染しやすい今、予防のレベルアップを ～  

 

② 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言 

   

   

別添３ 
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「新型コロナ感染爆発」絶対阻止宣言！ 

～ 感染しやすい今、予防のレベルアップを ～ 
 

 全国の新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらず、各地で医療のひっ迫が深刻
な状況となる中、首都圏の１都３県に対して緊急事態宣言が発出されました。この背
景には、第１波や第２波とは比較にならないほど、感染しやすくなっている第３波の
猛威があります。これは、１都３県だけではなく、今や全国的な脅威となっています。 

全ての道府県は、首都圏の１都３県と連携し、お互いの成功事例を参考にしながら
知恵を絞り、最善の保健医療行政を展開することにより、これ以上の感染拡大を防ぎ、
また、医療提供体制の確保を図るとともに、緊急事態措置の効果を上げ、新規陽性者
数を速やかに減少に転じさせることに全力を尽くす覚悟です。 

国民の皆様・事業者の方々におかれましては、緊急事態宣言が出されているこの時
期、感染爆発絶対阻止に向けて行動しましょう。 

 
〇現在、感染しやすい時期に入っています。最大限の注意を！ 

これまで以上にマスク・手洗い・換気などの感染防止策を徹底し、新型コロナウ
イルス感染症に対する注意レベルを上げましょう。また、感染リスクが高まる「５
つの場面」に注意しましょう。 

① 飲酒を伴う懇親会等 
② 大人数や長時間に及ぶ飲食 
③ マスクなしでの会話 
④ 狭い空間での共同生活 
⑤ 仕事から休憩室、喫煙所、更衣室等への居場所の切り替わり 

  事業者におかれても、大切なお客様や従業員のため感染防止を徹底しましょう。 
 
〇県境を越える往来には注意しましょう！ 

緊急事態宣言が発出されている地域への「不要不急の往来」は控えましょう。 

受験などをはじめ、やむをえない用件で緊急事態宣言地域に出かける場合は、感
染防止対策を徹底し、対象都県の要請に従いましょう。 
また、それ以外の地域へ往来する必要がある場合は、行き先やお住まいの道府県

のメッセージを確認するなど、県境をまたぐ移動には十分注意しましょう。その上
で、接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」や各都道府県のアプリを利用し、通知があった
場合は案内に従った上、その地域の保健医療当局に協力してください。 

 
〇新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別は絶対にやめましょう！ 

感染者自身のほか、最前線で治療に当たる医療従事者、感染者が発生した団体に
属する人、県外から往来された方等に対する誹謗中傷や差別はあってはならないこ
とであり、さらにＳＮＳやうわさ話などデマによるいわれのない偏見や差別につな
がるような行為は絶対に行わないようにしましょう。 

 
 

令和３年１月９日 
全 国 知 事 会 

①
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新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言 

 

一昨日、首都圏の１都３県に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出

された。今、わが国は、首都圏を中心とした新規感染者数の増加に加えて、地

方部でも感染が広がりやすい状況になりクラスターも多様化するなど、これま

でとは様相が異なってきており、各地で医療のひっ迫が見られる深刻な状況に

置かれている。 

我々４７人の知事は、緊急事態宣言が発出された１都３県の知事にそれ以外

の道府県の知事も協力し、一致結束してこれ以上の感染拡大を防ぐため全力を

尽くす決意である。 

ついては、政府におかれても、下記の項目について対処されるよう提言す

る。 

 

１．特措法・感染症法等の迅速な改正について 

〇 事業者への休業や営業時間短縮要請の実効性を担保するため、要請に対す

る遵守義務や、違反した場合の罰則・営業停止処分、事業者に対する協力金な

どの支援について、緊急事態宣言の発出される以前でも必要な対策がとれる

ようにすることも含め、新型インフルエンザ等対策特別措置法を改正するこ

と。なお、罰則に関しては、実際に適用する際の課題を含め指針やガイドライ

ンを示すなど検討を行うこと。 

〇 感染者の増加による医療がひっ迫している状況を踏まえ、緊急事態宣言発

出前であっても、臨時の医療施設を迅速に開設することができるよう規定を

整備すること。 

〇 感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者、更には他の都道府県からの

来訪者や外国人等に対する偏見や差別、心ない誹謗中傷、人物の特定などの人

権が脅かされることのないよう、特措法及び感染症法に差別・偏見防止の規定

を設けること。 

〇 感染拡大を防止するためには、保健所による積極的疫学調査や健康観察、入

院勧告の遵守義務やこれらに対する罰則、民間検査で陽性となった本人によ

る保健所への連絡の義務化、宿泊療養施設や自宅での療養の法的根拠及び実

効性の確保、クラスター等複数の陽性者が発生した場合の知事の判断による

施設の名称等の情報の公表等に関する感染症法の改正を行うこと。 

 

②
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〇 都道府県知事が、保健所設置市も含め、管内全域を一元的に総合調整できる

よう、都道府県と保健所設置市の円滑な情報共有が行えるよう感染症法に規

定を設けるとともに、都道府県と保健所設置市の関係を含め法的位置づけの

再構成を検討すること。 

〇 これらの法改正については、１月 18日の開会が想定されている次期通常国

会において、迅速に成立させること。 

 

２．緊急事態宣言・緊急事態措置について 

○ 国民・事業者が一体となって短期的・集中的に対策に取り組むため、営業時

間短縮要請をはじめとする緊急事態措置による感染拡大防止効果等について、

引き続き、わかりやすい丁寧な説明を行うとともに、都道府県全域のみならず、

一部地域等限定的な運用も認めること。 

○ 今後、首都圏以外の地域においても感染が拡大した場合には、当該地域の知

事の意見も踏まえ、緊急事態宣言の発出について迅速な対応を行うこと。その

際、各地域の緊急事態措置の周知や事業者への支援に係る予算措置等を行う

ため、宣言の発効までに一定の期間をおくこと。また、宣言解除に当たっては、

ステージⅡ相当まで確実に下げていくよう強力な対策を講じること。 

〇 飲食店等への営業時間短縮要請や働きかけの実効性を担保するため、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金「協力要請推進枠」の運用を拡

大し、要請対象の事業者への支援を充実させること。 

〇 特措法に基づく営業時間短縮要請の対象外業種（仕入れ先や遊興施設等）や

１都３県以外の事業者にも幅広く影響が及ぶことから、持続化給付金や家賃

支援給付金の再度の支給や要件緩和、雇用調整助成金の特例措置の延長、休業

支援金・給付金の延長や失業給付の充実、民間金融機関における実質無利子・

無担保融資の融資実行期間の延長や限度額の拡充、大企業とみなされ対象外

となる地方の中堅企業に対して中小企業と同様に政府支援策を適用すること

などを通じ、事業者や労働者等への支援を行うこと。 

○ 各地域の実情に応じた経済社会対策が必要であり、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金により確実な措置を講じ、その交付限度額を速

やかに明示すること。また、今後の感染状況も踏まえ、交付金の増額を必要に

応じて機動的に行うことに加え、来年度以降にも影響が及ぶことから、次年度

への継続支援を確実に行うこと。 
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○ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に関して、「協力要請推

進枠」の 20％の地方負担に係る通常分の確実な交付を行うなど、休業や営業

時間短縮要請が円滑に行えるよう国として全面的な財政措置を行うこと。ま

た、飲食店以外に対しても、発令地以外の地域との取引も含めて国の財源措置

を検討すること。 

〇 緊急事態宣言が発出されている地域とそれ以外の地域との間の不要不急の

往来は自粛するよう呼びかけるとともに、テレワークや時差出勤の促進につ

いて、事業者への要請など法的措置も含め検討すること。 

○ 緊急事態宣言発出に伴い、Go To トラベル事業等の再開の延期も相まって、

経済に大きな影響が及ぶことが想定されるため、基金を活用した「緊急雇用創

出事業」を早期に創設することも含め、引き続き経済情勢を踏まえて機動的に

雇用創出・消費喚起対策や総需要対策を行うとともに、生産性向上や新たな付

加価値創出、産業の国内回帰、新たなビジネスモデルへの転換等に対する予算

措置を、地域独自の対策の支援も含め、十分に講じること。特に、大きな損失

を被るおそれがあるバス・鉄道・タクシー等の交通事業者や宿泊・飲食・土産

物店等の観光関連事業者に対し、手厚い経営支援を行うこと。また、Go To キ

ャンペーン事業については、感染状況などの地域の実情を踏まえ、運用変更前

に都道府県と十分な情報共有を図ることも含め、適切に運用するとともに、停

止に伴う減収に対し、キャンセル料の配分も含め、交通事業者、土産物事業者

等への手厚い支援を行うこと。 

 

３．医療提供体制や医療従事者の処遇改善について 

〇 新型コロナウイルス感染症患者の爆発的な急増により、重症者や死亡者も

増加し、通常医療にも支障が生じるなど、医療崩壊が懸念されることから、医

療体制の抜本的な強化に向けて早急に強力な追加的措置を行うとともに、感

染爆発時を想定した医療体制のあり方についても検討すること。 

〇 厳しい医療提供体制の状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症患者を受け

入れる医療機関が十分な病床を確保し適切に対処できるよう、重症病床の確

保や要介護者・認知症患者への対応なども含め、支援の充実を図ること。また、

新型コロナウイルス感染症から回復した患者の転院を受け入れる医療機関に

対する診療報酬の更なる拡充等や、重点医療機関の施設要件について、病棟単

位ではなくフロア単位とするなど弾力的な運用を認めること。 
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〇 感染症患者の治療の現場を支える医療従事者に報いるため、慰労金の追加

給付や対象期間の延長、支給対象の拡大等処遇改善を図ること。 

〇 医師や看護師等への処遇改善のための新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金の補助上限額の引き上げについては、重点医療機関以外の医療機

関においても、クラスター発生時など新型コロナウイルス感染症対応のため

派遣されるケースもあることから、医療機関の通常の体制を確保するために

派遣した看護職員のほか、宿泊療養施設や社会福祉施設等に派遣される医療

従事者も含め当該措置の対象を拡大するとともに、派遣に係る財源措置の拡

充を図ること。また、医療従事者の派遣に伴い体制を縮小せざるを得ない派遣

元医療機関の減収に対しても支援を行うこと。 

○ 看護師等の負担軽減の観点から、清掃・消毒・リネン交換等の委託経費も新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象とされているが、この措

置を実効性あるものとするためにも、国において業界団体等と連携して清掃

作業等を担える事業者の育成支援を行うなど積極的に対応すること。 

○ 多くの医療機関で新型コロナウイルス感染症患者の受入れの有無にかかわ

らず厳しい経営状況にあることから、医療機関の経営悪化へ歯止めをかける

よう、診療報酬のあり方も含め引き続き戦略的かつ継続的に対処すること。加

えて、薬局、健診機関、介護・福祉サービス、あん摩マッサージ・鍼灸・柔道

整復師等の事業所等についても、処方箋受付の減少や利用控えなどにより経

営上困難な状況であることから、経営安定化のための財政支援等についても、

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の拡充等を図ること。 

○ 診療・検査医療機関の拡充を図るため、新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金におけるスタッフに対する危険手当の創設や PCR 検査費用への補

助、スタッフの感染時の休業補償、事務職員を含む労災給付上乗せ補償の保険

料支援を行うこと。 

○ 保健師のみならず感染拡大地域への医師・看護師の応援派遣についても、い

かなる状況にも対応できるよう、国において総合調整をしっかりと行うとと

もに、その他の感染拡大地域支援も含め自衛隊の活用について機動的に実施

すること。 
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４．ワクチン接種及び保健所機能の確保等について 

〇 ２月下旬のワクチン接種の開始に向けて、市町村や医療機関等が連携して

円滑かつ迅速に実施することができるよう、副反応に関する情報や優先接種

の対象等を速やかに明確化し、現場と具体的な情報共有を速やかに行い、ワク

チン接種の意義並びに具体的情報を国民に対し周知・広報を行うとともに、自

治体窓口等への支援を行うこと。また、円滑な接種ができるような現場に適合

した全国共通のシステムの導入を急ぐとともに、東日本大震災の避難者も含

め漏れのない接種体制を確立すること。 

〇 ワクチン接種体制確保事業費国庫補助金に関する各都道府県・市町村の申

請可能な目安額が示されたが、所要額との乖離が大きい。接種記録や予約等に

係るシステム改修やコールセンターの設置、集団接種（優先接種含む）を実施

するにあたっての実施機関への協力金等も含め、接種体制の整備に係る費用

に地方の負担が生じないよう、地方自治体の意見も踏まえ、国の責任において

必要な措置を講じること。 

○ 供給について契約締結や基本合意に至っているワクチン３種類について、

それぞれ保管の条件や供給単位など取扱いが異なることから、国全体で早め

に接種体制を整えるとともに、確実かつ早急なワクチン接種を進めるため、供

給されるワクチンの種類や量、また供給時期についていち早く詳細にわたり

自治体に示すこと。 

○ 優先接種の対象については、医療従事者及び高齢者・障がい者などの社会福

祉施設、積極的疫学調査や宿泊療養施設の運営に携わる職員に加えて、新型コ

ロナ対応に携わる人が幅広く対象となるよう検討し、予防接種法に基づき都

道府県で弾力的に接種対象を認めるなど混乱を生じない運用とすること。 

○ 新型コロナウイルスを完全に制圧するため、政府は基金の創設など大胆な

資金投入を行い、国産ワクチン製造の支援も含め、必要十分なワクチンの確

保・供給を図るとともに、特効薬や治療法の確立を実現すること。また、治療

薬等の研究開発を行う企業に対し重点的な支援を行うほか、医薬品・医療機器

等の産業育成を戦略的に進めること。 

○ 医療現場の負担を減らすためにも根本的に感染者数を抑制することが必要

であり、積極的疫学調査や入院勧告などの重要な機能を保健所が円滑に行う

ことができるよう、国としても保健師の派遣や育成も含めた体制の充実・確保

を図ること。 
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○ 検査体制の充実について、検査技師等の人材育成を図ることも含め、必要な

体制の確保を図るとともに、幅広い検査により感染抑制につなげる各地域の

積極的検査を支援すること。 

〇 現下の感染拡大の実態を踏まえ、国において、国内でのウイルスの変異を常

時監視することにより、都道府県知事が迅速に対応できるよう、全国各地の新

型コロナウイルス検体の遺伝子分析を行い、国内の新型コロナウイルスの感

染力や世界各国で確認されている変異株との関係について解析し、感染力の

変化や特性などの新型コロナウイルスについての科学的・専門的情報を迅速

に提供すること。 

 

５．水際対策について 

〇 現在、都道府県が行っている入国者・帰国者に対する健康観察については、

対象人数の多さ、連絡の取りづらさ等から新型コロナウイルス感染症対策の

要である保健所の負担につながっているため、入国者・帰国者に対する健康観

察については、国の責任において行うなど、水際対策に係る地方自治体の負担

を軽減するとともに、入国時検査が不要である感染症危険情報レベル２の国

等からの入国の場合も含め、入国者・帰国者に関する情報を都道府県と共有す

ること。 

〇 世界各国での変異株の確認等を踏まえ、各国からの入国制限や入国時の待

機期間等の条件を必要に応じて見直すなど、世界各国の感染状況を踏まえ徹

底した水際対策を一層強化すること。 

 

６．誰ひとり取り残さない社会の構築について 

〇 感染者及び最前線で治療に当たる医療従事者、更には他の都道府県からの

来訪者や外国人等に対するデマの拡散、偏見や差別、心ない誹謗中傷、人物の

特定などの人権が脅かされることのないよう、国においても人権を守る対策

を強力に講じること。 

  また、地方の相談窓口の設置やネット監視業務等に対する財政支援を行う

とともに、国において感染者情報等の統一的な公表基準を定めること。 

○ 在住外国人に対しては、改めて感染対策を呼びかけるとともに、在住外国人

を雇用する派遣事業者や派遣先についても業種別ガイドラインを策定するな

ど、感染防止対策を徹底すること。 
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○ 子どもの貧困や児童虐待の潜在化などを踏まえ、子ども食堂をはじめ地域

で子育て支援を行う団体への支援を強化するとともに、ひとり親家庭への継

続的な支援や生活福祉資金貸付等の各種特例措置の継続、修学旅行実施への

配慮、大学生等の経済的負担の軽減や再び就職氷河期世代を生み出さないた

めの対策を講じるなど、将来世代等を応援するための対策を行うこと。また、

生活が困難な方を支える緊急小口資金等の特例貸付に係る償還免除等の具体

的な取扱いを早期に示すこと。 

○ 新型コロナに伴う離職者を支援するため、新たなスキルを習得するための

職業能力開発促進策の一層の拡充・強化を講じ、人手不足や成長分野への労働

力移動を図ること。 

○ 大学入試や就職の際に必要となる各種の国家試験等について、感染が確認

された場合等においても受験機会が最大限確保されるよう、国において、大

学・企業のオンライン試験環境も含め、関係機関への支援を行うなど環境整備

を図ること。 

〇 コロナ禍における自殺者が増加していることを踏まえ、国においても自殺

対策を強力に講じるとともに、交付金等の弾力的な運用を図ること。 

 

 

令和３年１月９日 

 

       全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部 

 本部長        徳島県知事   飯泉 嘉門 

 本部長代行・副本部長 鳥取県知事   平井 伸治 

 副本部長       京都府知事   西脇 隆俊 

 副本部長       神奈川県知事  黒岩 祐治 

本部員        ４３都道府県知事   
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京都府、大阪府及び兵庫県の緊急事態措置実施区域追加に関する状況 
 

令和３年１月 28 日 

広 域 防 災 局 

１ 緊急事態措置実施区域への追加検討の要請（別紙参照） 

  １月８日、京都府、大阪府及び兵庫県３府県の対策本部において要請を決定 

  １月９日、国に対し、３府県から連名で要請を実施 

（理由） 

年明け以降、感染が急拡大するとともに、医療提供体制が非常にひっ迫し、 

通常医療にも影響を及ぼしているため 

 

２ 緊急事態措置実施区域の追加決定 

  １月 13 日、政府対策本部において緊急事態措置実施区域に追加 

   追加区域：栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 

   実施期間：１月 14 日～２月７日 

 

３ 緊急事態措置の内容 

（１）外出自粛 

   不要不急の外出自粛、特に 20 時以降の外出自粛を徹底 

（２）イベント等の開催制限 

開催要件：人数上限 5,000 人、かつ、屋内にあっては収容率 50％以下、 

屋外にあっては人との距離を十分に確保 

（３）施設の使用制限 

対象施設：飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗 

要請内容：20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は 11 時～19 時） 

※劇場、集会場、遊技場、遊興施設、1,000 ㎡超の物品販売業を営む店舗等についても、 

20 時までの営業時間短縮（酒類の提供は 11 時～19 時）するよう働きかけ 

（４）出勤抑制 

   テレワーク等による出勤者数７割削減と、20 時以降の勤務抑制 

 

【現在の状況（３府県のステージ判断指標の状況）】          

指標 
京都府 大阪府 兵庫県 ｽﾃｰｼﾞ 

Ⅲ 

ｽﾃｰｼﾞ 

Ⅳ 12 日 23 日 12 日 23 日 12 日 23 日 

医
療
提
供
体
制 

入院者病床使用率（％） 37.3 
37.5 

〔81.8〕 
71.1 71.2 77.5 75.3 

20 50 

重症者病床使用率（％） 31.4 
18.6 

〔42.1〕 
65.7 59.6 58.3 50.9 

療養者数（人） 

（人口 10 万人あたり） 
56.7 54.9 66.4 70.0 29.1 39.6 15 25 

 

監
視
体
制 

PCR 検査陽性率（％） 

（直近１週間） 
9.3 13.8 10.6 7.5 16.6 10.0 10 

感
染
状
況 

新規陽性者数（人） 

（人口 10 万人あたり） 
36.6 35.7 43.3 38.6 32.6 31.0 15 25 

直近１週間と前週との 

新規感染者数の比較(倍） 
1.32 0.99 1.46 0.92 1.49 1.00 1 

感染経路不明者の割合 

（直近１週間の平均） 
42.9 36.6 57.0 51.8 56.7 39.2 50 

別添４ 

（出所）厚生労働省、構成府県の公表資料より集計 
 

 

※京都府の括弧書きは、すぐに使用できる病床の使用率 

 

※ 

※ 
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経済再生担当 
全世代型社会保障改革担当 
内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 
⻄村 康稔 様 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく 
緊急事態措置を実施すべき区域の追加に関する要請について 

 
京都府、大阪府及び兵庫県においては、府⺠・県⺠への外出⾃粛要

請や、酒類を提供する飲食店への営業時間短縮の要請などを、地域の
状況に応じて実施し、感染防止に努めてまいりました。しかし、年明
け以降、感染が急拡大するとともに、医療提供体制は非常にひっ迫し、
通常医療にも影響を及ぼしています。 

このような危機的な状況を踏まえ、３府県と国がより一層連携し、
さらなる感染防止対策をとることが必要であることから、昨日、各府
県の新型コロナウイルス対策本部会議において、国に対し、緊急事態
宣言の発出を要請することを決定いたしました。 

つきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊
急事態措置を実施すべき区域に京都府、大阪府及び兵庫県を追加す
ることについて検討されるよう、要請いたします。 
 
令和３年１月９日 
 

京都府知事 ⻄脇 隆俊 
大阪府知事 吉村 洋文 
兵庫県知事 井⼾ 敏三 

別紙 
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関西・みんなで頑張ろう宣言

○昼夜を問わず、不要不急の外出自粛を徹底しましょう

○若い方は、自分に後遺症が残ることや高齢者等への感染の原因になりうることを自覚して

行動に注意しましょう

○在宅勤務（テレワーク）やテレビ会議などを一層推進し、出勤を抑制しましょう

緊急事態宣言の早期解除に向けて

関西みんなで頑張ろう

○マスクの着用、手洗い、ソーシャルディスタンスの確保など、感染防止の基本を徹底しましょう

○症状が出れば、通勤通学を控えて直ちに電話相談のうえ、医療機関を受診しましょう

○感染拡大地域との不要不急の往来を控えましょう

○家庭内や施設内に感染を持ち込まない、拡げないよう、行動に注意しましょう

特に、ホームパーティーなど大人数での飲食や長時間に及ぶ飲食は控えましょう

○病床にある人を思いやり、医療関係者等の奮闘に感謝して、

関西府県市民が支え合って、感染拡大防止に取り組みましょう

京都府、大阪府、兵庫県が緊急事態宣言の対象地域となってから２週間が経ちました。しかし、昨年４、５月
の緊急事態宣言の時と比べると、人の流れはまだまだ減っておらず、新規感染者の減少には結びついてい
ません。何としても、この緊急事態宣言期間中に感染拡大をくい止めるため、緊急事態宣言の対象地域
では、感染拡大防止対策の徹底に取り組みましょう。

新型コロナウイルス感染症を抑え込むためには、緊急事態宣言が発出されている地域のみならず、
関西全体での人の流れを減少させることが必要です。


